
４．スクラップ費の取り扱い

工事の過程で発生する換金可能な廃材（スクラップ費）が発生した場合の、「頂」における諸経費計算の対応方法を
ご説明します。

今仮に 工  事  費  ：￥１０，０００，０００ とした場合、「スクラップ費が直接工事費に計上」されている設計書と、
スクラップ費：　￥１，０００，０００

「スクラップ費が直接工事費と別枠で計上」されている設計書の２通りに対してご説明します。

（１） スクラップ費が直接工事費に計上されている場合

スクラップ費を直接工事に計上すると、画面－１の様に「Ⓐ － Ⓑ   」が直接工事費になってしまいます。

しかし実際の工事費は  Ⓐなので、Ⓐ  に対して諸経費の計算を行わなくてはなりません。

このケースの場合、スクラップ費を画面－２の③(その他諸経費計算除外金額）に入力することで解決されます。

画面－１：直接工事費の積算画面

画面－２：上記積算に対する諸経費画面
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が「共通仮設費率額」の対象になります。

⑫ － ③ が「現場管理費」の対象になります。

⑬ － ③ が「現場管理費」の対象になります。
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（２） スクラップ費が直接工事費と別枠で計上されている場合

この場合、Ⓐに対して諸経費計算が行なわれますので、諸経費計算に対するスクラップ費の影響はありません。

従って、諸経費計算ではスクラップ費の考慮は必要ありませ。

しかしスクラップ費は工事価格から控除する必要があります。

別枠計上のスクラップ費の控除は、画面－４の⑮(スクラップ控除)に金額を入力することで、可能にしています。

画面－３：直接工事費の積算画面

画面－４：上記積算に対する諸経費画面

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

Ⓐ

スクラップ費 2/2


